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NISE 特別支援教育国際シンポジウム 基調講演記録（暫定版） 
 

 

＜はじめに＞ 

こんにちは。筑波大学の柘植雅義です。知的障害、発達障害、行動障害を研究する分野

に所属し、主に教育学と心理学の視点から研究をしている。今日の話題は三つである。 

１番目、国連の障害者権利条約と日本の対応。2 番目、日本の教育における合理的配慮

と対応。3 番目、日本の今後の展望。 

 はじめに､私にとってフランスと韓国は憧れのような国だ。 

フランスは、世界で初めて知能検査を開発したこと。世界で初めて点字を開発したこと。

世界で初めて聾学校を作ったこと。 

特別支援教育のインフラという言い方をしていいかどうか分からないが、今の時代にな

くてはならないものを 100 年以上前に、一気につくってしまった国がフランスである。 

 一方、もう一つの憧れの国、韓国である。以前 NISE に勤めていたときの同僚が、英文

のある法律を持ってきて読んでみるように言った。読むと、とんでもないことが書いてあ

った。どこの国かと聞くと韓国だった。特殊教育振興法、つまり IEP の法的位置づけ、学

習障害の定義、親の参画、年度が始まる前までに IEP を作ってしまう、ということがその

当時法制化された。 

その後､高等学校における特別支援学級の充実、特別支援学校の専攻科の充実､特別支援

教育教員免許状制度の充実あるいは特別支援教育教科書の充実等々。これから日本が学ん

でいくべきことがたくさんあり、もうすでに先を走っている。 

韓国とフランスは私にとって、特別支援教育の視点から憧れの国である。その二つの国

の方と一緒にお話ができるということで、今日はとても楽しみにして来た。 

 

 

 

 

 

 

 



 2

１．国連の障害者権利条約と日本の対応（障害者の権利を確かなものにするために） 

 

＜国連 障害者権利条約＞ 

 一つ目の話題、国連の障害者権利条約と日本の対応。 

 
              スライド１ 

 
            スライド２ 
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目的、定義、一般原則があって、そのあと各論に入る（スライド１）。24 が教育。31 は

統計及び資料の収集、これが権利条約の全体像（スライド２）。詳しくご覧になりたい方は、

ネットで見られる状態になっていると思う。 

 リーズナブル・アコモデーションは第 2 条の定義に書かれている。「『合理的配慮』とは、

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使する

ことを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要と

されるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」 

 もう一つの定義、ユニバーサルデザイン。これも第 2 条で定義されている。「『ユニバー

サルデザイン』とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全

ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサ

ルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するも

のではない。」等々の定義が書いてある。 

 

     

                 スライド３ 

 24 条、教育（スライド３）。1 番目、締約国は、教育についての障害者の権利を認める。

差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、あらゆる段階のインクルーシ

ブ教育システムと生涯学習を確保する。ここでインクルーシブ教育システムが出てくる。 
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                スライド４ 

24 条には Inclusive Education System、Inclusive education、full inclusion の用語が

出てきている（スライド４）。 

   

                 スライド５ 



 5

 国連の動向（スライド５）。1971 年「知的障害者の権利宣言」採択。このあたりから本

格的に権利というものが始まった。そして 2006 年 12 月「権利に関する条約」が採択され

た。発効したのは 2 年後になる。韓国が 2008 年批准、フランスが 2010 年批准、そして日

本が 2014 年批准。なぜ日本はこんなに遅れてしまったのかという問いよりも、なぜ韓国

とフランスはこんなに早く批准したのかということをお聞きしたい。 

 

＜日本の対応＞ 

  

                スライド６ 

 まず法整備、これも細かいものはたくさんある（スライド６）。障害者基本法の改正が大

きかった。ここで差別の禁止を基本原則とした。ここが、いろいろなものに大きな影響を

与えた。それを具現化したものが障害者差別解消法だと考えていいと思う。政府の方針、

閣議決定したのが 1 年前の 2 月。対応要領、対応指針は現在進行中と書いてあるが、もう

ほぼでき上がっている。 

 私は政策委員会の委員をしているが、委員会では政府の基本方針の作成への具申、障害

者基本法に基づいて障害者基本計画を作り、それに基づいて実施するわけだが､それがうま

く実施されているかどうか、どのように実施されているかを監視する役割も担っている委        
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              スライド７           

員会である。PDCA サイクルで回す。今行っている最中だが、最後は権利条約に基づいて

1 回目の日本政府報告案を作成、パブリックコメントをしている最中である（スライド７）。 

   

               スライド８ 
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 教育の分野において。中央教育審議会がいち早く 2012 年 7 月に、「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告書をまと

めた（スライド８）。ここで日本はインクルーシブ教育システムをこんな方向で、こんなふ

うにやっていくことが明言された。そのあとモデル事業や、NISE が合理的配慮のデータ

ベースを作成して、すでに運用を始めたという状況になっている。 

 

＜障害者差別解消法＞ 

 

               スライド９ 

 差別解消法（スライド９）。基本的には二つである。障害者への差別的な対応の禁止、あ

るいは合理的配慮の不提供の禁止などが盛り込まれた。骨格、項目だけを並べた。行政機

関等は合理的配慮の不提供が禁止、事業者についてはそれが努力義務だという大きな違い

がある。 
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                 スライド 10 

   

                スライド 11 

基本方針についての主な議論（スライド 10､11､12）。不当な差別的取扱いについてはど

ういうことかとか、合理的配慮とはそもそも何なのか、基本的な考えとか。あとで申し上
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げるが、意思の表明が非常に議論された。知的障害の方や、意思の表明が十分できない障

害の方はどうするのか。事業者の場合は努力義務だが、それはどう考えればよいかという

こと。紛争解決のための仕組みはどう考えるのか。障害者差別解消支援地域協議会が提案

されており、ガイドラインも出ている。 

 

             スライド 12 

 今は一般的な論点だったが、教育に限っての論点を少し紹介したい。合理的配慮に関す

る意思の表明。基本的には意思の表明があって、合理的配慮を提供するというつくりにな

っているが、障害の種類によってはそれが難しい方がいるのではないか。また大人ではな

く子どもは、そもそもそれが難しいのではないか。それをどのようにしていくのかという

ことがかなり議論になった。 

 それから細かい話だが、民設公営で､設置は公営だが、運営が民間とか、あるいは公立と

国立と私立、小学校、幼稚園、高校がある。子どもが小学校で公立に入学して、中学校で

私立に行く、高校で国立に行くといったときに、合理的配慮の義務と努力義務はどのよう

に影響するのか。これも十分考えていかないといけない。低いほうの水準に収まるのでは

いけないと思い。あるいは就学前は幼稚園と保育所と認定子ども園がある。管轄するとこ

ろが違うということで、そこで求めるものが違ってきてもおかしいと思う。 
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 この法律は、そもそも大人が障害者を差別的取扱いをする、あるいは合理的配慮をうま

い具合にしないことは駄目だということで、もしそういう状況があれば罰するということ

である。しかしそうではなくて、そもそも子どものうちに十分な教育をして、そのような

大人をつくらないようにすべきではないか。そういう議論がたくさんの委員から出たし、

私もそのとおりだと思う。 

 

＜諸外国の特別支援教育の充実＞ 

 諸外国の動向について少し話したい。昨年 5 月に台湾の台北で開かれた The 1st 

Asia-Pacific Conference on Inclusive Education に参加した。台湾、中国、韓国と日本が

基調講演をして、そのあとディスカッションをした。参加して感じたことは、諸外国と比

較してみると日本の優れたところはたくさんあるが、逆に教員の学歴の問題、教員の免許

の問題、あとでお話しする高等学校における特別支援教育の制度の問題など、もうひと踏

ん張りしたいことが分かってくる。 

 また､昨年９月に特殊教育学会が東北大学であった。学会企画シンポジウムなので、学会

として開く最も大きなシンポジウムである。そこで何を取り上げたかというと、今年は特

別支援学校専攻科と高等学校の特別支援学級の可能性、副題で「韓国の現状から学ぶ」と

いうものであった。たくさん学ぶことができた。 

 

２． 日本の教育における合理的配慮と対応 

＜日本の教育と特別支援教育＞ 

 二つ目の話題。日本の教育における合理的配慮と対応。最近日本で、ダイバーシティ（多

様性）という言葉が非常に使われ始めた。半年後の７月、パシフィコ横浜で 4 年に 1 回、

国際心理学会議が開かれる。そのテーマは「Diversity in Harmony」。ここでいう多様性

は障害だけではなく、性別、日本人、外国人、貧困など、さまざまなものを含めての多様

性である。 

 日本は共生社会の実現を目指しているということで、私は共生社会というと、イコール、

障害のある子とない子がともに学んでと思うが、それだけではない。障害児、障害者だけ

ではなく、より広く多様性という枠組みの中で世界中が動いていて、その中で私どもは障

害のある子どもに特化して話している状況である。 

 実際の教室の中を見ると、いろいろな子どもたちが学んでいる。そして子どもたちだけ
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ではなく、教える先生方も非常に多様化しているし、その保護者の方も非常に多様化して

きている。だから障害のある子どもだけが多様化してきているわけではなく、不登校やい

じめなどもこの中に入って一緒に考えていくべき対象かもしれない。 

 

 特別支援教育の定義。2003 年 3 月の定義、「特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象

の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社

会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うも

のである。」 

 それまでの特殊教育から特別支援教育に転換しようと、special education から special 

needs education へパラダイムチェンジをしようということで、2001 年から助走が始まっ

た。途中制度改正や法的整備を経験しながら、いま 2016 年にいる。つまり助走から数え

ると 15、16 年経過したということだ。このような中で大きな特別支援教育の成果があっ

た。もっと充実させようという時期に非常にタイミングよく、国連からインクルーシブ教

育システムの構築という追い風が吹いてきた、というのが私の感覚である。 

 では、その風を目いっぱい受けながら、帆を広く広げながら、特別支援教育の充実をも

っとやっていこうということだ。コーディネーターを指名する、すべての学校が特別支援

教育を議論する委員会を持つ、個別の指導計画を作成する、個別の教育支援計画を作成す

る、などのことが 2001 年から始まり、今日に至るまで着実に整ってきている。 

 

             スライド 13 
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これは文部科学省の科学研究費で、研究者に予算を分配するときの競争的資金なので公

募をするが、そのときのキーワードである（スライド 13）。これが今の日本の特別支援教

育で、学術研究の視点からのキーワードになっているということだ。理念・思想・歴史か

ら始まり、アセスメント、共生社会・インクルージョンあと障害種別が並んでいて、19 が

ギフティッド・才能。 

 

 
             スライド 14 

 特別支援教育の簡単な紹介をしているが、6.5％ぐらいの割合で小学校と中学校の通常学

級に、学習面、行動面で著しい困難のお子さんがいるのではないかということが分かって

いる（スライド 14）。実はこれは 10 年前にほぼ同じ調査をしている。サンプリングの仕方

は多少違うが、そのとき 6.3％だった。およそ日本人の関係者の方は通常の学級に 6 から

7％ぐらいのお子さんが、学習面、行動面で著しい困難を示している状態にあることを知

っている。 
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               スライド 15 

 左側の資料が 2001 年、2015 年が最近で 15 年間の変化である（スライド 15）。韓国、

フランスの方は驚かれるかもしれない。通級による指導はアメリカでいうリソースルーム

だが、0.24％だったのが 0.82％と 3 倍以上。特別支援学級 0.63％だったのが、1.84％と 2、

3 倍。特別支援学校も増えて 0.43 が 1.67 と 1.5 倍くらい。足すと 1.30 だったのが 3.33

と 2 倍以上。これだけ劇的に増えている国を私は知らないが、あるのだろうか。それに 6.3

とか 6.5 を足すと 10％ぐらいということだ。 

 障害者差別解消法の対象だが、障害の定義をしている。障害者手帳を持っている方だと

思われる方が多いかもしれないが、違う。もちろんその方は対象になる。でも障害者手帳

を持っていなくても、知的障害や発達障害などの障害があればということで、かなり広め

になる。障害者差別解消法でターゲットになる方々は、かなり多いと考えていいと思う。 

 日本の特別支援教育は、医師の診断があった方だけを対象としているのでない。先ほど

の定義で話したが、もちろん医師の診断のある方は対象になるが、そうではなくて学習面

や行動面で困難を持っているお子さんも特別支援教育の対象だ。日本特別支援教育の対象

者はどれくらいかと言われたら、私は 10％ぐらいいると答えている。 

 このスライドのいちばん下を見ると、この数字にフランス、韓国の方はびっくりされる

かもしれないが、義務教育段階の子どもの数は 1150 万人、これは 1019 とすごく減ってい

る。今から 20 年、30 年かけて、グッと減ってくる。明らかな人口減少の世界に入ってい
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る。そういう中で合理的配慮をどう提供するか、差別解消法を生かした施策を、どう打つ

かということを本格的に考えなければいけない。今年どうしよう、来年どうしようという

レベルではなくて、10 年先どうしよう、50 年先どうしようということも、考えざるを得

ない状況にきているという認識を持たなければいけないのではないかと最近論文で書いた。 

 

 次は細かい話だが、2013 年 4 月の慶應大学「教育と医学」で、疫学調査によると自閉

症だけが急に増えている。前は知的障害のある自閉症とか、非常に限られた自閉症だけを

カウントしていたので少なかったが、実は知的障害のない自閉症も含めて、実際はこれほ

ど多いのではないかというのが最近の動向だ。日本だけではなくて国際的にである。3 年

前だったか、韓国のソウル近郊で行った非常に重要な疫学調査があった。あのときに通常

学級で 1.8 か 1.9％ぐらいという数字だった。それも非常に多い。その調査は日本の調査

と違い、教員ではなく保護者にインタビューをしていたと思う。 

 

＜合理的配慮＞ 

 日本における合理的配慮の教育の分野における定義である。障害のある子どもが、他の

子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設

置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、

その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置

者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さない

ものとする。 

 過度の負担を課さないものというのも、政策委員会で繰り返し議論された。これが今の

ところ、教育の定義である。 
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                スライド 16 

 では内容は何か。これは教育の中での話である（スライド 16）。三つの大きなブロック

に分かれる。教育内容・方法、支援体制、そして施設・設備。これだけのもので合理的配

慮を見ていこうということだ。直接指導の中身に関係するのは①－1、教育の内容と、①

－2、教育の方法だと思う。そのフレームに従って、NISE がデータベースを作っている。    

実は内閣府が合理的配慮の全体的なデータベースを作っている。雇用、サービス、公共

交通、医療。災害もあり、災害時にどんな合理的配慮をするか、といういろいろな項目も

ある。NISE が作ったのは教育だが、教育だけではなくてさまざまなところでの合理的配

慮のデータベースのようなものがいま日本中で作られていて、2、3 カ月後にやってくる施

行の準備をしているという感じである。 

 指導、支援、配慮、援助、おもてなし、サポート……。これは学術的に定義された言葉

ではなく日常用語である。合理的配慮というのは、教員、保護者、行政、研究者、定義一

つであるから、共通言語が登場した。共通言語とはすごいことだ。それどころか多少定義

は違うが、フランスであろうと、韓国であろうと、日本であろうと、国を超えての共通言

語である。これはすごいことで、活用しなければ損である。よくぞこういうものをつくっ

てくれたと思う。これによってニューヨークへ転勤してわが子を連れていったらどうとか、

うまい具合に個別の指導計画がつながっていくような、夢のような話かと思う。また面倒
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くさい語が出てきたとか、分からない、これまでの支援でいいじゃないかとか、いろいろ

な思いがある方がいるかもしれない。しかし実はそんな状況ではなく、いろいろな立場の

方、ユーザーとサービスを提供する側等々、国を超えての共通言語が誕生したという視点

を持つといいのではないかと私は思う。 

 

             スライド 17 

 日本の研究の動向をお知らせしたい。これは学校の中で、あるいは行政で担当している

方が、施策立案や学校教育を行う上でのエビデンスになっていくものかもしれない。そう

いう視点で聞いていただければと思う。これは今から 4、5 年ぐらい前、2010 年の日本教

育心理学会の第 50 回総会で、どういう研究が行われたかを整理してある雑誌に書いたも

のである（スライド 17）。 

 発達障害の研究が多すぎる。いいのだが、ほかの障害の研究が 0 や 1 という状態になっ

ている。これはよくないと思う。すべての障害、いろいろな種類、程度、ニーズに応じて

合理的配慮をしなければいけないのに、研究者側としては偏りすぎているのではないかと

思う。 

 それからコーディネーターの研究、障害者の幸せに関する研究、障害者のイメージに関

する研究、障害者のボランティアの体験に関する研究など、実は障害児そのものの研究、

あるいは彼らへの指導、支援ではなく、その周りの環境の研究が多いことも分かった。こ
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れは非常に重要である。先ほど発達障害関係の研究が非常に増えているという話をした。

そういう研究が増えるとレビュー論文が増えるだろうと考えていたが、明らかにすごい勢

いで増えてきている。レビュー論文というのは、10 本、100 本だとか行われた研究を集め

てきて、どういうことが分かって、何が分かってないのかを明らかにする論文、研究であ

る。 

 実はそういうスタイルの研究は、アメリカなどと比べると日本は少ない。しかも非常に

記述的が多い。研究者の方はご存じだと思うが、メタアナリシス、システマティックレビ

ュー、場合によっては統計的な手法を組み入れながら、自閉症の子どもにPECSの指導が、

どこまで効果があるのかを分析しようという手法もけっこう開発されている。しかし日本

はなかなかそこまでいっていない。目の前の子どもにこうしたらああなった、この子にこ

うしたらああなった。それを束ねてつないでいくことによって、この方法は効果があるぞ、

この方法はあまり効果がない、ということが分かれば、学校の先生方はそれを参考にしな

がら合理的配慮を組み立てられるわけだ。あるいは行政施策の立場にいる方はそれを使っ

て、ということになる。研究者側としても、実は「合理的配慮」という語が登場したこと

によって、しなくてはいけないこと、まさにすべきことがまた少し軸が変わってきたかと

思う。 

 藤野博氏のレビュー論文は、最近読んだレビュー論文の中でいちばん優れていると思う

（藤野博 2013．研究時評：学齢期の高機能自閉症スペクトラム障害児に対する社会性の支

援に関する研究動向．特殊教育学研究､ 51(1)､ 63-72）。日本の状況がどうなっているのか、

うまい具合に書かれている。あるいは黒住早紀子氏が書かれたのは、子どものことだけで

はなく教師のこと、教室のこと、仲間、地域、国など、つまり研究そのものを指導方法な

どのレベルではなく、ミクロからマクロの視点で分類したら、どういう動向になっている

のかということである（黒住早紀子 2013. 特別支援教育部門：特別支援教育に関する教育

心理学的な研究動向と展望 -生態学的な視点から-．教育心理学年報､52､90-104）。子ども

に直接関係する研究をミクロというと、最近マクロ、外側の研究が爆発的に増えてきてい

る。これも学校や教育委員会で話を進めるときに参考になるのかもしれない。 

 定義でユニバーサルデザインの話をしたが、UDL という取り組みが日本 LD 学会の発表

があった。とても興味深かいものだった。あるいは内閣府が、障害者の理解啓発の作文コ

ンクールを 25 年間ぐらいしている。たまたま第 1 回と 25 回目を分析する機会があり、学

生と一緒に分析をしたら明らかに大きな違いが出てきた。25 年前の作文は、「こんなにい
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じめられた、こんなにつらい、どうしよう」という内容が中核だった。最近の作文は「僕

のお兄ちゃん」とか、兄弟がいることを本当に楽しんでいることが前面に出ている作文な

のである。25 年間で日本人の障害の理解啓発がかなり変わっただろうことが、作文からも

読み取れる。もう少しきちんとした分析が必要かもしれないが。 

 

＜特別支援教育の課題＞  

    

                 スライド 18 

このようにこの 15 年間で非常に大きな果実があったが、課題も非常に多い（スライド

18）。指導方法の研究がまだ途上、通級による指導、特別支援学級の在り方の問題、免許

の問題、あるいは過度の負担にならないように合理的配慮を考えることが出てくるとする

と、投資や費用対効果に関することをどう考えたらいいのか。これは日本ではあまり前面

に出てこないし、本も論文もほとんどない。よその国を見ると 8 番のようなものも着実に

進んでいる。これからの課題だと思う。 
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３． 日本の今後の展望（障害のある子どもの明るい未来に向けて） 

 

                 スライド 19 

 最後、三つ目の話題。2000 年に 10 年後の日本の小学校はどうなっているのかを描いた

（スライド 19）。（1）クラスが 20 名ほどの少人数学級であること。（2）複数の教師でテ

ィーム・ティーチングが行われている。（3）巡回相談員が学校にやってくる。（4）個別の

指導計画を作成している。当時は個別の指導計画を作成することはなかった。2001 年から

徐々に始まったのである。 

 これができ上がるのに 10 年たたなかった。私は 10 年ぐらいかかるかと思ったが、早か

った。もう少し詳しく見ていくと、何が成功したのか、何が成功していないのか、研究者

としてはもう少しきちんと見たい気持ちになる。あるいは特別支援教育はどこに向かって

いるのか。この 15 年間、学校の先生方や行政の担当者の方が一生懸命努力されて、では

これからどうするのかと未来を描くことを、そろそろしないといけないのかと思う。 
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                  スライド 20 

 

                  スライド 21 

 

 まさにそのような話題が、政策委員会の 7 月 10 日、国立人口問題研究所の勝又さんが
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お話をされたし、私も話をした。それが権利条約第 31 条に当たるところで、統計及び資

料の収集、第 1 項にこのようなことが書いてある（スライド 20､21）。 

 

 

                スライド 22 

    

                スライド 23 

 これからの教員に望まれる教師像ということで鼎談があった（全国特別支援教育推進連
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盟､全国大会､2015 年 10 月 15 日）。四つ言った（スライド 22､23）。一つ目、合理的配慮

を理解して提供できるようにしていこう。二つ目、保護者との合意形成を進めることを、

どういうふうにするか。フレームを作って頑張って試みていこう。三つ目、子どもの意思

表明を支援することを、本格的に考えていかないといけないだろう。四つ目、指導・支援

の質の向上（科学的根拠に基づいて）。私はこの四つを提案した。 

 

＜移行期支援に関する課題（あるいは支援の連続性の確保）＞ 

 

                 スライド 24 

 あるいはもう一つは、支援の連続性の確保（スライド 24）。個別の指導計画、個別の教

育支援計画を、よりきちんと作っていく。作らなければいけない状況にしたほうがよけれ

ばそうする。これが必要かと思う。諸外国を見てそう思う。 

 

＜２０１６年の今、私が描く、１０年後の、日本の特別支援教育（構想中）＞ 

 先ほど 2000 年で 10 年後は、と言ったが、今 2016 年。10 年後はこんな感じかな、と構

想中なので、そのつもりで聞いていただきたい（スライド 25）。やはり 10 個にした。先ほ

どの 2000 年に描いた 10 年後の姿と比べると少しモヤッとしているが、でもこのくらいま

でいきたいと思っている。 
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               スライド 25 

 （1）幼稚園、小中高等学校の特別支援教育が飛躍的に充実する。何か評価基準でもつ

くって、どんな状態になるかということが比較できるといいなと思う。（2）今もそうだが、

いよいよ特別支援教育が通常教育で、なくてはならない存在にもっていきたい。溶け込ま

せると言っていいのか。公認心理師の資格が通った。いよいよ動き始める。そうすると教

員がやっていた仕事と、公認心理師がやる仕事との役割分担をどうするのかという議論が

始まる。これは 10 年もかからないと思う。個別の指導計画、個別の支援計画は、よかっ

たら作って、ではなく、きちんと作るようにしないといけない。（8）高等学校で通級など

の pull-out のシステムがない。（９）先ほど韓国ではあるという話をしたが、日本では､特

別支援学校の免許状しかない。日本でも､通級による指導や特別支援学級の担当者の免許が

あるといいと思う。そして､日本でも､大学院で学んだことがある教員を急増させる必要が

あるかと思う。 
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                  スライド 26 

 色を変えた（4）、（8）、（9）は、合理的配慮の内容で当てはめてみると、たぶん免許の

創設へ、というのはこのへんの話だろう。合理的配慮の②－1、あるいは高等学校のこの

へんは体制整備とかに関係するかと。あるいは指導計画、支援計画は、このへんに関係す

るかと思う（スライド 26）。 

 

 おわりに。「めざそう！ 自閉症にやさしいまち、横浜」。私が提案したものだ。2～3 年

たったら、4～5 年たったら、「めざそう！ 障害者にやさしいまち」。そして､そんなに遠

くない将来「めざそう！ 誰にもやさしいまち、横浜」。そうなるといいと思っている。 

 日本は世界に誇れるものがたくさんある。桜、漫画、すし、てんぷら、車、新幹線など、

たくさんある。皆さんなら何を思い浮かべるか分からないが、私は「おもてなし」という

言葉がいちばん世界に誇れるかと思う。障害のある方への合理的配慮が本格的に始まり、

世界共通言語である。頑張って踏ん張りたい。ここ 4～5 年ぐらいは踏ん張って頑張りた

い。 
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               スライド 27 

 

              スライド 28 
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 そういう歩みは障害のある方だけが得することでもなく、やがてすべての人へのさりげ

ないやさしい配慮になっていくといいと思う。もしかしたら、それがおもてなしというも

のに昇華していく、あるいは止揚していく、（ドイツ語で）aufheben みたいな形で、やが

て合理的配慮という言葉がなくなり、おもてなしということで 1 本できるような。そんな

ことをふと考えてみた（スライド 27､28）。ご清聴に感謝する。 

  

 


